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平成２２年１２月２２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号差押債権取立請求控訴事件（原審・長野地方裁判所平

成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２２年１１月２９日 

 

判     決 

     控訴人     Ｙ 

     被控訴人    国 

 

主     文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は、控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、第１、２審を通じて、被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は、有限会社Ａ（以下「訴外会社」という。）に対して租税債権を有す

る被控訴人が、訴外会社が控訴人に対して有する敷金返還請求権を差し押さえ

たことにより、国税徴収法６７条１項に基づき敷金返還請求権の取立権を取得

したと主張して、控訴人に対し、敷金返還請求権の額６５５万２９７２円及び

これに対する控訴人が訴外会社に敷金を返還した日の翌日である平成１８年４

月１８日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払
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を求めた事案である。 

原審は、被控訴人の請求を認容したところ、控訴人が請求の棄却を求めて控

訴した。 

２ 争いのない事実等（証拠により容易に認められる事実は、括弧内に証拠を示

す。） 

争いのない事実等は、原判決の「事実及び理由」中の「第３ 判断」の１（１）、

（２）、（３）の１行目ないし５行目及び（４）に記載のとおりであるから、

これを引用する。 

３ 争点及びこれに対する当事者の主張 

本件の争点は、本件敷金の返還請求権差押えの効力の有無である。 

（被控訴人） 

被控訴人は、本件租税債権を徴収するため、平成１７年１０月２６日、国税

徴収法６２条１項に基づき、訴外会社が控訴人に対して有する本件敷金の返還

請求権を差押え（以下「本件差押え」という。）、同年１１月４日、債権差押

通知書（以下「本件通知書」という。）を控訴人に送達した。 

本件通知書が控訴人の住所地に到達していることは明らかであり、本件差押

えの効力は、本件通知書が控訴人に送達された日に生じており、控訴人は、そ

の後、訴外会社に対して被差押債務を弁済したものであるから、差押債権者で

ある被控訴人に対抗することはできない。 

（控訴人） 

控訴人は、本件通知書を受領しておらず、平成２１年秋まで、本件差押えの

事実を知らなかった。 

第３ 当裁判所の判断 

当裁判所も被控訴人の請求は、理由があると判断する。その理由は、原判決

の「事実及び理由」中の「第３ 判断」の２に説示するとおりであるから、こ

れを引用する。 
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第４ 結論 

以上によれば、被控訴人の請求は理由があるから、認容すべきであり、これ

と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却する。 

 

東京高等裁判所第１２民事部 

裁判長裁判官     梅津和宏 

裁判官     坂口公一 

裁判官     岩坪朗彦 


